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1. 定例会報告（7 月 2 日） 

1.1. 各部報告 

1.1.1. 会長・副会長報告 

① 11 月 15 日（土）に開催予定の相武山フェスティバルについては、定例会にて
協議した結果、昨年度と異なり教室を利用することとなったため、出展内容を
「コイン投げ」としました。コインを的に当てるゲームで、得られた合計ポイ
ントに応じて景品を提供する予定です。 

② 6 月 12 日（木）に、照明機器老朽化に伴う更新工事が完了しました。 

 
③ 丸山台自治会主催の防犯講演会、及び同日開催された社会福祉協議会定例会に

副会長が臨時で参加しました。社会福祉協議会においては、各町内会の活動内
容（バーベキューや茶話会）について情報交換を行いました。 

④ 住宅⽤⽕災警報器は義務化から 14 年経過し、電池切れや故障が増えていま
す。防災訓練の際に一斉点検を行って頂けるようにお願いいたします。 

⑤ 5 ⽉の刑法犯認知件数は 355 件（前年度⽐＋17 件）、特殊詐欺認知件数は
18 件（前年度⽐＋10 件）、被害総額は約 1 億円に上っています。交通事故は
区内で 130 件（前年度⽐−40 件）と減少傾向です。 

⑥ ⽕災件数は市内 66 件で前年より 2 件増加しています。救急搬送は 5,151 件
（前年度⽐−90 件）ですが、真夏日が続いておりますので、熱中症に十分気を
付けてください。 
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1.1.2. 会計 

① 全 247 世帯から町内会費（年額 4,800 円）を集金しました。同時実施しまし
た、募金については集計後、日本⾚⼗字社、及び神奈川県共同募⾦会へ按分して
寄付を行います。 

② 資源回収奨励⾦4 月分の 9,030 円の半額（4,515 円）を営繕口座に振替ました。 

③ LED 照明工事費として 155,100 円、町内会館点検費用として 33,220 円を株
式会社ソナーズに支出しました。 

④ 永野連合町内会分担金として 54,000 円を支出しました。 

 

1.1.3. 総務部 

① 町内会館の利用実績 

6 月は 7 件の利用がありました。 

② 会館清掃について、お茶菓子代に代わり、ペットボトル飲料 2 箱を町内会館の
台所に設置しました。 

 

1.1.4. 広報部 

① 各班長さんは 8 月 2 日（土）18 時 00 分～18 時 25 分に町内会館に回覧と広
報誌を取りに来て下さい。  

② 町内会加入世帯は、247 世帯（入会:1、退会:5）となりました。 

 

1.1.5. 保健体育部 

① ボランティア清掃について 

7 月 5 日 公園ボランティア清掃 (8:00～8:30)  

23 名の方に参加いただきました、ご協力ありがとうございました。 

9 月 6 日 次回、公園ボランティア清掃を予定 (8:00～8:30)  

② 古紙回収 

横浜市より 25 年 4 月分の資源回収奨励金が支給されました、回収量１㎏あたり
に３円をかけたものが奨励金になります。3010 kg×３円 ＝ 9030 円 

ご協力ありがとうございました。 

 

1.1.6. 防交火部（東中防災） 

① 防犯パトロールについて 

7 月 27 日 防犯パトロールを実施予定 (勧永公園 19:00～) 

当初は 7 月 20 日を予定しておりましたが、第 27 回参議院議
員選挙が実施されるため変更いたしました。 
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② 安否確認訓練 

7 月 13 日 町内会館に 9:00 から実施（受付時間はグループ別） 

③ 6 月 25 日（水）に、東永⾕中学校地域防災拠点運営委員会のプレミーティン
グを開催し、昨年度助成⾦の使途報告を⾏いました 

④ 10 月 18 日（土）に、東永⾕中学校で防災訓練を実施します。⽬的は、地域住
⺠の皆様に防災拠点の役割をご理解いただくとともに、⾃宅避難の選択肢を準
備していただくことです。 

 参加希望⼈数を各班で取りまとめ、班⻑が 8⽉末までに提出してくださ
い。町内会だよりと⼀緒に、参加希望者記載リストを回覧いたします。 

 今年度は、会場受付での名簿記入を実施せず、各⾃治会町内会にて集合し
防災拠点へ移動する訓練となります。 

 

1.2. 子供会 

① 行事について 

7 月 26 日 夏のお楽しみ会 19:00-20:00（場所：勧永公園） 

 港南土木事務所より面積 2/3 の仕様を許可頂いた 

 雨天中止 

② ラジオ体操 

勧永公園にて 3 上永谷富士見台自治会と合同で、7 月 22 日～25 日、8 月 18 日
～22 日に実施します。 

 

2. 次回理事会 

9 月 6 日（土）18 時 30 分～ 
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古紙回収について 
日頃より「古紙回収」にご協力いただきありがとうございます。 

「古紙回収」の収益は町内会活動運営資金の一部に充てさせて頂いております。 

 

回収日程 

第１火曜日 第３火曜日 

8 月 5 日 8 月 19 日 

9 月 2 日 9 月 16 日 

10 月 7 日 10 月 21 日 

 出す所：各ごみ集積所 

 

回収品 

古紙 新聞紙・チラシ・雑誌・段ボール・包装紙・メモ紙・ダイレクトメー
ル・牛乳パック（裏アルミ貼り以外）・空き箱（箱は潰してください）・ 

封筒（ビニール窓は取って下さい） 

古布・古着 

（雨天中止） 

濡れてしまうとリサイクルできなくなるため、雨天の場合は古布・古
着の回収はありません。 

 テープやビニールが貼られている部分は「燃えるごみ」に捨てましょう 

 段ボールは袋に入れず、ビニール紐等で縛ってください 

 

回収できない物 

百科事典のように布・皮・ビニールで覆われた本、感熱紙、ビニール製の物、マッ
トレス、カーペット、木材、布団など（綿の入ったもの）等 

 

回収業者 

回収業者は『（有）日本開発』です 

他の業者が回収しているところを見かけられた場合は、役員までご一報ください。
(その際に、車のナンバーなどが分かれば教えてください。) 

 

回収漏れの場合 

午後６時を過ぎても古紙が残っている場合は、役員より回収業者へ回収するよう
伝えますので、ごみ集積所の場所を保健体育部 大塚までご一報ください。 
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